
 
提供会員としてサポート活動（有償ボランティア）をするためには、24時間の 

研修を受けていただくことが必要です。４日間 24時間の研修は大変だと思います 

が、大切な命を安全にお預かりるには、欠かせない研修だと考えています。 

以下の予定で年間 2回行う予定です。ぜひ参加・協力をお願いします。 

★子育て支援員の方は一部の講座を受けて頂ければ提供会員として活動できます。 

★瑞穂市･本巣市の方はもちろん近隣市町の方も受講、登録＆活動していただけます。 

 

 

  

 

 

 

 

こどもまんなか社会の実現に向けて・・・ 

～子ども達が、「生きていくことは楽しい！」 と思える社会に～   
 ２０２３年４月に発足したこども家庭庁。同年１２月２２日には、「こども

まんなか社会」の実現に向けて、こども基本法に基づく「こども大綱」が

閣議決定されました。様々な施策や経済的な支援等についての議論が

進んでいます。その中でもこどもの意見を聞くこと、子どもの意見を尊重

することの大切さが強調されています。 

１０代の死亡原因の一位が「自殺」であるという状況は、子ども達の生きにくさを象徴しています。少しでも改善

し、子ども達が、「生きていくことは楽しい」「未来は明るい」と感じられる社会になることを、心から願っています。 

「ファミサポの時間」＝「子どもが地域に人たちに大切にされる時間」に 
 子どもの意見や気持ちを聞くことが大切と言いながら、ファミサポの依頼は保護者から。親御さ

んのお仕事や用事・体調等の都合で、お子さんを提供会員にお願いするのです。子どもの気持

ちはどうなのか？ 預けられて大泣きしているお子さんを見ると、この子にとってファミサポでの預

かりはプラスなのかと少し不安になる事もあります。 

 しかし、ファミサポのサポートの時間は、子ども達にとって、 

「自分を大切にしてくれる人は、家族やおじいちゃん・おばあちゃんだけではない」 

「預かってくれている提供会員さんは、自分をすごく大切にしてくれる」 

と感じられる時間であり、自分は社会のみんなに大切にされていい存在なんだと思えるチャンスになると思ってい

ます。それは、社会全体に対する信頼感でもあると思います。 

サポートを受ける子ども達にそんな温かい気持ちで関わっていただける提供会員の皆さんは、本当に大切な存

在なのです。心から感謝しています。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※各回の養成講座チラシは、各市の広報紙と一緒に配布します。 

             瑞穂市・本巣市ファミサポ通信 

                           
２０２４年 5月発行 / 第１６号 

【本巣会場】 
日程：6月 17日(月)、19日(水) 

7 月１日(月)、12日(金)の 4日間 

時間：各日 9:20～16:00  

会場：糸貫ぬくもりの里 2階研修室  ↑詳細はこちら 

【瑞穂会場】 
日程：2024年 1月～2月頃 4 日間 

時間：各日 9:20～16:00  

会場：瑞穂市巣南公民館 
講義・実技・実習など様々な

研修をおこなっています。 



【2023 年度のサポート件数】 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 瑞穂市 本巣市 合 計 

預かり 379件 50件 429件 

送 迎 459件 164件 586件 

←瑞穂市 
かきりん振興券 

 

←瑞穂市 
子育て応援 
かきりん振興券 

【かきりん振興券使用に関する注意事項】 

・「かきりん振興券」だけの取引において、つり銭は出ません。 

・使用期限を確認してください。使用期間を過ぎた振興券は使えません。 

・瑞穂市かきりん振興券（ 緑色…令和 6年 9月 30日まで）  

・瑞穂市子育て応援かきりん振興券（紫色・・・令和 6年 9月 30日まで）  

                                        

【会員数】合計 835名（2024年 3月末現在） 

●利用会員 640 名（前年度末 629 名） 
（瑞穂 474 名 本巣 166名） 

●提供会員 184 名（前年度末 182 名） 

（瑞穂 87名 本巣 58名 その他の市町 39名） 

●両方会員 11 名（前年度末 10 名） 
（瑞穂 9名 本巣 2名） 

 
普段はファミサポなんて必要ないと思っていても、いざという時に利用できるように、ぜひ事前に登録をお願いします。

登録してあっても緊急の依頼に応えてもらえる提供会員さんをみつけるのは、難しいことなのです。ぜひ、何もない時にこ
そ登録を！利用会員は瑞穂市・本巣市に在住・在勤・在学の方が対象です。 
事務局（キッズスクエア瑞穂事務所 058-326-2236）に、お電話のうえお越しください。 

事情でお越しになれない場合はご相談ください。土･日や夜の対応、ご自宅へ伺うなども可能です。 

 ※持ち物 ： 病児利用もされる方は、母子手帳・保険証・受給者証・かかりつけ医の診察券 

 ※登録用紙は、HPからもダウンロードできますので、ご記入のうえご持参くださっても OKです。 

http://kidssq.org/famisapo/index.html  瑞穂市・本巣市ファミサポ  で検索してください。 

 

事前の利用会員登録を！会員登録は無料です） 

瑞穂市・本巣市ファミリー・サポート・センター  
 （特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂 内） 

住所 〒501-0204 瑞穂市馬場春雨町１-４９ 

TEL・FAX: 058-326-2236（事務所は平日 9:00～17:00） 

E メール アドレス kids.sq@dream.com 急な連絡は 080-1622-2236 

※ HP や Facebook でも情報発信しています。 

利用登録できるのは、瑞穂市・ 

本巣市に在住・在勤・在学の方です。 

提供会員さんは地域を問わず 

登録・活動していただけます。 

ファミサポの利用料の支払いに「瑞穂市かきりん振興券」が使えます※瑞穂市在住の方のみ 

 

ファミサポの利用料の支払いに、 
岐阜県出産・子育て応援ギフト「ぎふっこギフト」が使えます 

※瑞穂市・本巣市に在住の方 

 

 
県内市町村では、妊娠、出産した県内在住の方を対象に、妊娠届出書提出時に 5万円相当、出生届提出時に 5万円

相当のギフトを給付する出産・子育て応援交付金事業を実施しています。（２０２３年１０月１日～） 

その中で、岐阜県内のファミリーサポート・助産師相談・一時預かり事業等にご利用いただけるチケットです。 

【利用方法】 
① 「ぎふっこギフト」の交換サイトでお申込みいただくと、後日「ぎふっこギフト共通ご利用チケット」が郵送されます。 

チケットは 500ポイント×10枚つづりの 5,000ポイント分となります。 

②  チケット裏面に 16桁の ID番号をご記入ください。 

③  ファミサポ利用料支払いの時に、提供会員さんに「ぎふっこギフト共通ご利用チケット」 

をお渡しください。 「1枚 500円×○枚分」 以上の端数は、現金でお支払いください。                                    


